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消費生活センターだより湯
沢
市

　消費者保護基本法が昭和43年５月に施行、
その後、施行20周年を機に昭和63年から
毎年５月を「消費者月間」とし、全国的に
消費者問題に関する啓発・教育などの事業
を集中的に行っています。

　日常生活に最も身近な消費に関する知識を身
に付け、自分自身で被害を防止できること、友
人や家族など周りの変化に気づき、被害の早期
発見や解決に結びつけることができる消費者で
あることが求められています。
　一人ひとりの力を合わせみんなが支え合い、
消費者被害を無くしましょう。

間月者費消 です月は５

「商品の購入や契約トラブル」「借金の

返済」でお困りの方　ご相談ください

心配なとき、困ったときは、早めに相談を！

土曜、日曜、祝日は「消費者ホットライン」局番な
し188番（いやや！）でご相談を受け付けています。

問湯沢市消費生活センター（市役所本庁舎 １階）

　受付時間（平日）　午前８時30分～午後５時

相談無料、専用相談室あります。 ☎72-0874
お は な し

『デジタル時代に求められる消費者力とは』
消費月間テーマ

消費者市民社会の構築

自身が「実践」する力

社会へ働きかける力
（参画・協働）

周囲を「サポート」する力

消
費
者
力

気づく力
（批判的思考力）

断る力

相談する力

働きかける力
（相談を勧めるなど）

気づく力

■期　間　５月17日㈮まで
■場　所　市役所本庁舎　１階市民ロビー

消費生活パネル展 開催中
～ 身近な消費生活について、

知って、考えてみませんか ～

　昔は畑で葉タバコを生産しており、その後
は趣味の野菜作りなどをして家族の為に70代
まで頑張って来たというユキさん。お話しを
するのが好きで、ひ孫さんとも楽しく過ごし
ているそうです。

麻
あ そ う

生 ユキ さんおめでとうございます

3月1日

　リンゴ農家の仕事を頑張ってきたというマ
ツエさんは、3年前まで収穫作業を手伝ってい
ました。ご家族からは、昔から運動が好きで
健康的に過ごしてきましたと伺いました。

藤
ふじわら

𠩤 マツエ さんおめでとうございます

3月24日

広報ゆざわに掲載された写真を「本人または家族」にプレゼントします。詳しくは本紙22ページをご覧ください。耳より情報


